
若者定住促進マイホーム取得等補助金 

なんと！最大１５０万円 

  山ノ内町では、町内への若者の定住・移住の促進と地域経済の 

活性化を図るため、住宅ローンを利用して町内に住宅の新築・ 

購入・増改築をし、生活をする方を対象に、最大 150万円の 

補助金を交付する制度を、平成 28年度から開始します。 

 

■対象者（下記のすべてに該当する方） 

⑴ 山ノ内町内において住宅を新築、購入、増改築する方 

⑵ 上記契約締結日における年齢が 45歳未満の方 

⑶ 町内に住民登録を有する方。又は住宅の取得等に合わせ、住民登録を行う方 

⑷ 住宅の取得等をするために、金融機関※からの住宅ローンの借入額が500万円以上で、

かつ、償還期間が 5年以上の借入れ（土地の取得に係るものを含む。）がある方 

⑸ 町税を滞納していない（転入者は、旧住所地の市区町村税）方（世帯員含む。） 

⑹ 暴力団員でない方 

 ※山ノ内町及び中野市に本店又は支店を有する金融機関であること。 

■対象となる住宅 

⑴ 自己の居住の用に供する一戸建ての住宅で、延べ床面積が 50㎡以上のもの 

⑵ 店舗等との併用住宅の場合は、延べ床面積の 1/2以上が、専ら自己の居住の用に供し

その延べ床面積が 50㎡以上のもの 

⑶ 玄関、居室、便所、台所を備えているもの 

 ⑷ 工事又は購入の契約締結日が、平成 28年 4月 1日以降であるもの 

■補助金の額 

補助金額は、次の表により算出した基本額に加算額を合算した額とし、千円未満の端数が生じた

場合は、これを切り捨てた額とします。 

建物要件 

基本額（万円） 加算額：一律（万円） 
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② 子育て世帯…中学生以下の子が同居する世帯。 

② 三世代同居・近居者…親と子と孫が同居又は近居する世帯。（孫とは妊娠中の場合も含め、満

18歳未満であるものとする） 

 

☆手続きについては裏面をご覧ください。 



  新築及び増改築工事の請負契約あるいは住宅（建売・中古）の売買契約を締

結したら 

⇒ 締結日から６０日以内に 

 若者定住促進マイホーム取得等補助金交付事前申込書（様式第１号）に必要

事項を記入し、次の書類を添付し申し込んでください。 

 (1) 工事請負契約書又は売買契約書の写し 

(2) 位置図、各階平面図及び求積表（増改築の場合、その内容が分かるもの） 

(3) 町内建築業者においては、建設業法の許可若しくは宅地建物取引業法に基づ

く免許を受けたものであることを証明する書類の写し又は町内に本社又は本店

所在地を有する法人又は町内に住所を有する個人であることを証明する書類 

(4) 代理人申請の場合は委任状 

 

 申込みいただいた内容を審査し、条件を満たしていると認められる場合は申

請予定者を決定し、「事前申込結果通知書（様式第２号）」が送付されます。 

 

 申請予定者は、住宅の登記が完了したら、又は増改築工事が完了したら 

⇒ 完了日から６０日以内または３月３１日のいずれか早い日までに 

 若者定住促進マイホーム取得等補助金交付申請書（様式第３号）に必要事項

を記入し、次の書類を添付し申請してください。 

 (1) 住民票謄本 

(2) 戸籍附票 

(3) 世帯員を含む町税の納税証明書（転入の場合、前住所地の市区町村のもの） 

(4) 金銭消費貸借契約書の写し 

(5) 建物の登記事項証明書の写し（新築及び購入の場合） 

(6) 新築、購入及び増改築した住宅の写真（全景や工事内容が分かるもの） 

(7) 承諾書兼誓約書（様式第４号） 

(8) 三世代同居・近居の状況調書（三世代同居・近居者に該当する場合） 

(9) 工事請負契約書又は売買契約書の写し（交付事前申込み後に変更した場合） 

(10) 位置図、各階平面図及び求積表（交付事前申込み後に変更した場合） 

(11) 代理人申請の場合は委任状 

 

  申請いただいた内容を審査し、交付が決定された場合は、「交付決定兼確定通

知書（様式第５号）」と「補助金交付請求書（様式第７号）」が送付されます。 

補助金の振込先をご記入の上、請求書をご提出ください。 

 

 請求書受領から３０日以内に指定口座に振込まれますので、ご確認ください。 

 

 ※ 事前申込書及び交付申請書の様式は、総務課または町ホームページにて取得できます。 

 ※ 詳細については、町ホームページに掲載の要綱等をご覧ください。 

【お問合せ】山ノ内町役場 総務課 移住定住推進室 

電話：０２６９－３３－３１１１（内線３５１） 有線２０３１ 

若者定住促進マイホーム取得等補助金手続きの流れ 

①事前申込み 

②申請予定者の

決定通知 

③交付申請 

④交付決定通知 

⑤補助金の交付 


